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            令和８年第２回川場村議会定例会会議録第２号             

 

令和８年３月１３日（金曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第２号 

   令和８年３月１３日（金曜日）午後２時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（９番・１番） 

日程第 ２ 陳情第 １号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業の中止の意見書 

             提出を求める陳情書について 

日程第 ３ 議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算について 

日程第 ４ 議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

日程第 ５ 議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

日程第 ６ 議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第 ７ 議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算について 

日程第 ８ 議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算について 

日程第 ９ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１０ 報告第 １号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めること） 

日程第１１ 発議第 １号 川場村議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

日程第１２ 発議第 ２号 川場村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告 

             示について 

日程第１３ 閉会中の継続調査申出について 

日程第１４ 字句等の整理委任について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（９人） 

         １番  桒 原 達 也 君        ２番  千木良 澄 夫 君 

         ３番                   ４番  角 田 文 雄 君 

         ５番  津久井 俊 雄 君        ６番  宮 内 好 美 君 

         ７番  丸 山 敏 雄 君        ８番  細 谷 市 衛 君 

         ９番  黒 田 まり子 君       １０番  小 菅 秋 雄 君 

欠席議員（なし） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

    村     長  外 山 京太郎 君   副  村  長  角 田 圭 一 君 

    教  育  長  宮 内 伸 明 君   総 務 課 長  小 林   巧 君 

    住 民 課 長  安 藤 秀 昭 君   健康福祉課長  布 施 伸一郎 君 

    むらづくり振興課長  小 菅 喜 仁 君   田園整備課長  石 田 信 幸 君 

    教育委員会事務局長  横 坂   徹 君   会 計 管 理 者  春 原 久 代 君 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  今 井   忠     書     記  田 中 玲 子 
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◎開  議 

   午後２時００分開議 

○事務局長（今井 忠君） ただいまから、令和８年第２回川場村議会定例会最終日の会議が開かれ

ます。 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において９番黒田議員、１番桒原議員

を指名いたします。 

 去る令和８年３月５日付で、総務文教常任委員長より陳情審査報告書が議長宛てに提出されました。

報告書の写しはお手元に配付いたしましたので、ご確認ください。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 陳情第１号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業の中止の意見書提 

            出を求める陳情書について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２ 陳情第 １号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接

種事業の中止の意見書提出を求める陳情書についての件を議題といたします。 

 本件について、総務文教常任委員長の報告を求めます。 

 委員長細谷議員。 

              〔総務文教常任委員長 細谷市衛君発言〕 

○総務文教常任委員長（細谷市衛君） それでは、陳情第１号の意見書を頂きましたものですから、

陳情書に沿って報告いたします。 

 去る３月５日に本会議において、議長より総務文教常任委員会に付託されました陳情第１号につい

て、３月５日、役場委員会室において総務文教常任委員会を開催し、審査した結果をご報告いたしま

す。 

 受理番号第１、陳情第１号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）接種事業の中止の意

見書提出を求める陳情書でありますが、本陳情は「ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）

接種事業の中止を求める意見書」の提出を国及び関係行政庁に求めるものであり、接種後の健康被害

に対する懸念や国の救済制度の認定状況、他自治体の動向等を理由として提出されたものであります。 

 総務文教常任委員会において慎重に審査を行った結果、委員会といたしましては、陳情者が訴える

健康被害への不安や、接種後の体調不良を経験された方々の声については真摯に受け止めるべき重要
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な問題であり、住民の命と健康を第一に考える立場から理解するものであると認識いたしました。 

 一方で、新型コロナワクチンを含む予防接種事業は、国の責任において科学的知見や医学的評価に

基づき実施されており、感染症の重症化予防や公衆衛生の維持に一定の役割を果たしてきたことも事

実であります。村議会として、現行の設置事業そのものの是非について明確な判断を示すことは慎重

であるべきとの意見も多く出されました。 

 以上のことから、本陳情の「住民の健康と安全に最大限配慮すべきである」という趣旨については

理解・尊重するものの、接種事業の中止を求める意見書の提出については、現段階で賛同するに至ら

ないとの結論に達しました。 

 よって、本陳情については「趣旨採択」とすることが妥当であると判断し、ここに委員会の審査結

果として報告いたします。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより陳情第１号 ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業の中止の意見書提出

を求める陳情書についての件を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長報告は、趣旨採択です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。 

 したがって、本陳情は委員長報告のとおり趣旨採択と決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算について 

◎日程第４ 議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算について 

◎日程第５ 議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算について 

◎日程第６ 議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算について 

◎日程第７ 議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算について 

◎日程第８ 議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算について 

○議長（小菅秋雄君） 去る令和８年３月１１日付で、予算審査特別委員長より予算審査特別委員会
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審査報告書が議長宛てに提出されました。報告書の写しはお手元に配付いたしましたので、ご確認く

ださい。 

 日程第３、議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての件から日程第８、議案第２６

号 令和８年度川場村下水道事業会計予算についての件までの６件を一括議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての件から、議案第２６号 令

和８年度川場村下水道事業会計予算についての件までの６件を一括議題といたします。 

 ここで、所管の委員長の報告を求めます。 

 予算審査特別委員長細谷議員。 

              〔予算審査特別委員長 細谷市衛君発言〕 

○予算審査特別委員長（細谷市衛君） それでは報告いたします。令和８年予算審査特別委員会の報

告です。 

 報告いたします。 

 去る３月５日の本会議において、予算審査特別委員会に付託されました議案第２１号 令和８年度

川場村一般会計予算から、議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算までの６件について

の慎重に審査をした経過と結果をご報告いたします。 

 なお、本委員会は全議員をもって構成する特別委員会でありますので、審査の過程での詳細な報告

は省略させていただきます。 

 まず、審査の経過でありますが、本委員会は３月１１日、議場において、村長、副村長、教育長、

各課長、室長、事務局長に出席を求め、予算書に基づいて委員質疑を中心に集中審査を行いました。 

 令和８年度川場村一般会計予算の予算額は３２億２１７万２，０００円で、前年度当初予算と比較

して２億８，６４１万円の増額で、率にして９．８％の増であります。 

 それでは、審査の過程で議論となりました主な事項について、簡単に報告いたします。 

 まず、一般会計歳入については、固定資産税の増額要因は、交流ホール利用料の根拠は、土地売払

い収入の内訳は、基金繰越金の充当先は。歳出においては、ＪＡ跡地住宅団地測量設計業務委託料の

内容は、旧庁舎解体工事請負費の内容は、川場村移住支援事業補助金の内容は、子ども家庭センター

開設準備費の内容は、小規模農村整備事業の施工箇所は、本年度における森林整備全体の面積は、ニ

シキゴイ購入費の内容は、第１体育館、武道館のＬＥＤ照明リース代の内容は、などが質疑なされま

した。 

 次に、特別会計及び公営企業会計でございますが、各会計ごとに質疑を行いました。どの会計も問

題なく、適切であると認めます。 
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 本委員会は、国・県等から補助金・交付金を生かした予算編成の努力を評価しつつ、予算執行に当

たっては、費用対効果及び緊急性を十分に考慮すべきと要望し、令和８年度川場村一般会計並びに特

別会計３件及び公営企業会計２件の予算については、全員賛成により、原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。 

 以上で、予算審査特別委員会の委員長報告といたします。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、委員長の審査結果報告が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 最初に、議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２１号 令和８年度川場村一般会計予算についての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２２号 令和８年度川場村国民健康保険事業特別会計予算についての件を採決いた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２３号 令和８年度川場村介護保険事業特別会計予算についての件を採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２４号 令和８年度川場村後期高齢者医療特別会計予算についての件を採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２５号 令和８年度川場村簡易水道事業会計予算についての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算についての質疑を行います。 

 なお、質疑は委員長の報告に対してお願いします。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２６号 令和８年度川場村下水道事業会計予算についての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

○議長（小菅秋雄君） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

つき意見を求めることについての提案説明を申し上げます。 

 本村の人権擁護委員であります宮内栄子氏が令和８年６月３０日をもって任期満了となるため、そ

の後任者として角田明大氏を推薦するものであります。 
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 角田氏におかれましては、長年教職に就かれ、人権教育に関する深い理解と豊富な経験があり、人

格・識見も高く、広く社会の実情に通じた方であり、候補者に最適な方と考えております。 

 なお、推薦に当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき議会へ諮問させていただくもの

であります。 

 よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることに異

議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれを適任と認めることに決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めること） 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１０、報告第１号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額

を定めること）の件を議題といたします。 

 村長から報告を行います。 

 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております報告第１号 専決処分の報告について（和

解及び損害賠償の額を定めること）について、ご報告を申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された村長の専決処分事項に

ついて和解が成立いたしましたので、別紙のとおりご報告申し上げるものでございます。 

○議長（小菅秋雄君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で報告第１号の報告を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第１１ 発議第１号 川場村議会傍聴規則の一部を改正する規則について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１１、発議第１号 川場村議会傍聴規則の一部を改正する規則につい

ての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ただいま議題となっております発議第１号 川場村議会傍聴規則の一部を改

正する規則について、提案説明を申し上げます。 

 本件は、傍聴人席が議場内にあることから、第５条を削るとともに傍聴人受付票から年齢の項を削

る改正をするものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおり決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより発議第１号 川場村議会傍聴規則の一部を改正する規則についての件を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 発議第２号 川場村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告 

             示について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１２、発議第２号 川場村議会の個人情報の保護に関する条例施行規

程の一部を改正する告示についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君）  ただいま議題となっております発議第２号 川場村議会の個人情報の保護

に関する条例施行規則の一部を改正する告示について、提案説明を申し上げます。 



－65－ 

 本件は、住民基本台帳カードの有効期間が令和７年１２月末日をもって終了されたことに伴い、様

式中の住民基本台帳カードの文言を削る必要が生じたことから、一部を改正するものであります。 

 慎重審議の上、原案のとおり決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから発議第２号 川場村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告示に

ついての件を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、閉会中の継続調査申出についての件を議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によりお手元に配付した申出書写しのとおり、閉会中の継

続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 字句等の整理委任について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１４、字句等の整理委任についての件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会で議決された事件について、その字句等の整理を要するものにつきましては、会議規則第

４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 



－66－ 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、字句等の整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定しました。 

 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

○議長（小菅秋雄君） 村長から発言の申出がありますので、これを許します。 

 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 議会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本定例会にご提案申し上げました案件につきましては、議員各位のご理解とご協力によりまして、

慎重審議の上、いずれも原案のとおりご決定をいただきましたことに対し、心より御礼を申し上げま

す。 

 また、令和８年度川場村一般会計予算をはじめ、特別会計予算等につきましては、予算審査特別委

員会の設置によりご審査をいただきました。委員会の運営に当たっての細谷委員長のご労苦と、委員

各位の細部にわたってのご熱心な審査に感謝を申し上げます。 

 ３月７日に村民の皆様に周知し、ご協力を仰ぎながら、役場全職員を対象とし、防災訓練を実施を

いたしました。片品河岸断層を震源とする地震を想定した訓練では、村民の安否確認、救援物資配布

を村内全世帯に職員が訪問して行いました。村長の私も、上界戸、富士山地区を一緒に訪問した次第

であります。救援物資は燃えるごみ袋大の２袋、雪ほたかのアルファ化米１個の１セットでございま

した。当日は、町民皆様から感謝と激励の声をいただき、訓練の必要性を実感したところでございま

す。 

 先日、３月１１日は、東日本大震災発生から１５年目の節目を迎えました。極めて大規模な災害で

あったわけでありますが、改めて日頃からの災害対策・防災対策の重要性を感じたところでございま

す。 

 本日、午前に挙行されました「第１回川場学園卒業式」に際しましては、ご多忙の中、議員各位に

はご臨席を賜り、誠にありがとうございました。 

 ３１名の卒業生は、川場学園第１期生として、誰も経験したことのない義務教育学校という新しい

学びやの第一歩を踏み出し、本校草創期の歴史の礎を築いた生徒たちであります。この歩みと経験に

誇りと自信を持ち、それぞれの道を力強く歩んでいかれることを心より願っております。 

 村といたしましても、子供たちの健やかな成長とさらなる活躍を願い、今後とも教育環境の充実に

努めてまいります。 

 寒暖の差が激しい日々が繰り返されておりますが、議員各位におかれましては、健康にご留意をい

ただきまして、議員活動はもちろんのこと、多方面におきましてのご活躍を心からご期待申し上げ、
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本定例会の閉会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議長挨拶 

○議長（小菅秋雄君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今期定例会は３月５日に開会され、本日までの９日間にわたり、新年度予算並びに条例改正など、

上程されました全ての案件を滞りなく議了し、ただいまをもって無事閉会の運びとなりました。 

 終始ご熱心な審議を賜りました議員各位をはじめ、円滑なる議会運営にご協力を賜りました執行部

の皆様方に厚く御礼を申し上げます。 

 私たち議員は、開かれた議会を目指しつつ、議会議員として村民の負託に応え、村の施策に対する

提言などを積極的に行い、執行部と連携して、村民の皆様が安心して暮らせる、魅力あふれる川場村

らしい村づくりに取り組んでまいる所存であります。 

 また、執行部におかれましても、４月から新体制となりますが、より一層村民の安全と村政の発展

のために英知を絞り、ご尽力賜りますよう心からお願い申し上げ、簡単ではありますが閉会の挨拶と

いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉  会 

○議長（小菅秋雄君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 以上をもちまして令和８年第２回川場村議会定例会を閉会いたします。 

   午後２時３６分閉会 

 


